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「米国自動車関税措置等に伴う特別相談窓口」の設置について 

 
 

埼玉県信用保証協会では、平素より県内中小企業・小規模事業者の資金繰り円滑化に努めており

ます。 

今般、米国政府の関税措置の影響を受ける県内中小企業・小規模事業者を支援していくために 

以下の特別相談窓口を設置いたしましたのでお知らせします。 

当協会では、今後の経済動向を注視しながら、国、県、関係諸機関と連携し、県制度融資の活用

等、金融面での柔軟な資金繰り支援に努めていくとともに、事業経営面での個社ごとの実情に応じた

経営支援を実行していくことで、中小企業者の事業経営を支えていく方針です。 

 

 

【特別相談窓口の設置について】 

 

窓口名 ：米国自動車関税措置等に伴う特別相談窓口 

設置期間：２０２５年４月３日（木）より当面の期間 

設置場所：保証経営支援部・さいたま営業部および各支店（熊谷、川越、春日部） 

受付時間：平日９：００～１７：２０ 
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